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④ 商業
　これまで、「中心となる商業集積地がない」ことが滝沢市の大きな

課題でしたが、この課題に対し、市役所周辺を対象とした民間開発

により、日常的な生活サービスを提供する商業、業務等の各機能の

向上を図り、買い物需要への対応や地域経済の活性化、また雇用の

拡大等につなげます。

⑤ 住宅地
　全国的に人口減少を迎える中にあっても、滝沢市の今後の人口動

向を捉えながら、都市と自然が調和した良好な居住環境の形成を進

め、移住や定住の促進を図ります。また、市民の健康で幸せな生活

を念頭に置き、必要に応じた道路や下水道、公園などの維持を行い

ます。未利用地や残存農地については、住民のライフスタイルや家

族形態等の観点から、用途地域の変更を含めた適正な土地利用を推

進することで、総合計画に基づく利用促進を図ります。

⑥ 道路
　市道については、「滝沢市の道路整備計画」、「道路維持管理台帳」

を見直しつつ、総合計画の推進や費用対効果等に基づき、優先順位

を意識した維持・整備をすすめます。特にも、安全・安心に関連した

通学路の歩道設置については、優先的に検討するとともに、所得・

収入という観点からの市役所周辺を対象とした拠点整備に関連する

道路については、民間開発計画と歩調を合わせて優先的に事業を推

進します。

　また、滝沢市の基幹道路である国県道については、引き続き国及

び県に対して整備促進を強く要望します。

⑦ 水面・河川・水路
　水面・河川・水路については、防災機能の維持を念頭に置いた適

切な維持管理と、ゆとりある水辺空間の形成など、親水機能に配慮

した適正な保全に努めるとともに、仁沢瀬川等の治水対策事業を計

画的に推進します。

⑧ その他（公共施設用地等）
　公共施設用地等については、滝沢市公共施設等総合管理計画に基

づき、適正な土地利用を推進します。

　また、人とのつながりによる地域コミュニティの形成と幸福感を育

む環境づくりを進めるため、人々が集まり、地域づくり活動の拠点と

なる集会施設の整備を進めます。
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7

政
策
の
展
開
に
つ
い
て

　滝沢市自治基本条例に定める「めざす地域の姿」に向けて、基本構想で
掲げた「めざすまちの姿」への取組を6 つの部門別計画により進めます。

めざすまちの姿
※滝沢市自治基本条例第５条に規定する「めざす地域の姿」に向けた８年間の取組視点視点

活かす 恵まれた自然環境を身近に感じ、
暮らしに活かすまち

支えあう 互いに支えあい、人とのふれあいが
生活に潤いを与えるまち

輝く
みんなが健康づくりに取り組み、
一人一人が輝きながら、安心して
暮らせるまち

暮らす 安全で快適な暮らしが実感できる
よう、みんなで取り組むまち

学ぶ
子どもから高齢者まで、夢を抱き、
夢に向かって互いに学びあい、
成果を活かせるまち

働く 雇用環境が充実し、みんなが安心
して生き生きと働けるまち

受け継ぐ 次世代に伝統と文化を受け継ぎ、
ふるさとに愛着を持てるまち

集う
地域と世代を超えて集い、人との
関わりに幸せを実感して地域づくり
ができるまち
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めざすまちの姿の実現に向けた各部門計画
各部門計画目次

1 市民環境部門計画   
▲

   77P

2 健康福祉部門計画   

▲
   101P

3 経済産業部門計画   

▲
   153P

4 都市基盤部門計画   

▲
   175P

5 生涯学習部門計画   

▲
   211P

6 政策支援部門計画   

▲
   246P

活かす 支え合う 暮らす

活かす 暮らす

集う 支え合う

輝く

学ぶ 受け継ぐ

働く
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政策は、基本的に各「部」の組織に対応した計画となります。
各政策では、次の内容について記載しています。

●総合計画基本構想に掲げる、まちづくりの「視点」との関係

各政策において、基本構想に掲げるまちづくりの「視点」の中で、特に関連が強
い項目を記載しています。

（1）この部門の目指す4年後のまち
部門が4年間で目指す姿を表わし、その設定理由を付しています。
また、ビジョンを政策名称の基礎とします。

（2）この部門が4年間で取り組むこと
めざすまちの姿の実現に向け、4年間で取り組むことを簡潔に表し、その
設定理由を付しています。

（3）政策の進捗に関連する指標
①暮らしやすさ指標
その部門の取組が、最低限度の生活環境基準を満たし、市民の暮らしやす
さに関連すると考えられる指標を掲げています。

②《参考》関係する「幸福実感象徴指標」
幸福感を育む環境づくりの視点を、市行政の展開の中で活かすことを目的に、

「幸福実感一覧表」の象徴指標の中からその部門に関係すると考えられる指
標を参考として掲げています。

※各指標の規準位は、後期計画策定時の最新の値であり、平成29年度滝沢地域社会報告
書等を基にしています。

（4）環境分析
滝沢市を取り巻く社会経済情勢などの状況を「外部環境分析」とし、市行政
内部における実態を「内部環境分析」として記載しています。

8

政
策
の
記
載
内
容

政策 基本施策 施策
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基本施策は、基本的に各「課」の組織に対応した計画となります。
各基本施策では、次の内容について記載しています。

●総合計画基本構想に掲げる、最適化条件との関係

各基本施策において、基本構想に掲げる「最適化条件」の中で、特に関係が強い
項目を記載しています。

（1）この基本施策の目指す4年後の姿
基本施策が4年間でめざす姿を示し、設定理由を付しています。

（2）この基本施策が4年間で主に取り組むこと
目指す姿の実現のために、後期基本計画期間の4年間で主に何に取り組むの
かを記載しています。

（3）基本施策に関連する指標
①暮らしやすさ指標
基本施策の進捗を測る際に、一つの参考となると考えられる指標を、基本構
想における「暮らしやすさ一覧表」から一つ掲げています。

②《参考》関係する「幸福実感象徴指標」
幸福感を育む環境づくりの視点を、市行政の展開の中で活かすことを目的に、

「幸福実感一覧表」の象徴指標の中からその基本施策に関係すると考えられ
る指標を参考として掲げています。

※各指標の規準位は、後期計画策定時の最新の値であり、平成29年度滝沢地域社会報告
書等を基にしています。

（4）環境分析
滝沢市を取り巻く社会経済情勢などの状況を「外部環境分析」とし、市行政
内部における実態を「内部環境分析」として記載しています。

9

基
本
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政策 基本施策 施策
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施
策
の
記
載
内
容

10

施策は、各課内の業務を、性質に応じて括った単位ごとの計画となり、各基本
施策を上位に持ちます。
各施策では、次の内容について記載しています。

●総合計画基本構想に掲げる、最適化条件との関係

各基本施策において、基本構想に掲げる「最適化条件」の中で、特に関係が強
い項目を記載しています。

（1）この施策が4年間で主に取り組むこと
基本施策の目指す姿を実現するため、後期基本計画期間の4年間において、
主にどういったことに取り組むのかを示しています。

（2）この施策に関連する指標
施策の進捗を測る際に、一つの参考となると考えられる指標を、基本構想に
おける「暮らしやすさ一覧表」から一つ選び、掲げています。

※各指標の規準位は、後期計画策定時の最新の値であり、平成29年度滝沢地域社会報告
書等を基にしています。

（3）この施策の4年間のスケジュール
（1）で示した、4年間で取り組むことを基に、どの時点で何を進めていくか
を簡潔にスケジュールとして示したものです。
また、スケジュールに大きく影響する可能性がある国や県等の動きについて
は、わかる範囲で記載しています。

《政策・基本施策・施策における留意点》

　政策等において、進捗を測る際の参考として、基本構想に掲げている「暮らしやす
さ指標」または「幸福実感一覧表」から、「目標値」を取り入れ、後期計画策定時点
の実績値を基準値として併せて表示しています。
　これらについては、基準値が既に目標値を上回っているものもありますが、基本的
に毎年度「地域社会アンケート」等で計測を行っているものであり、その多くは市民
の幸せに関する感じ方に関するもので、外的・内的要因により、年度間で大きく変動
するものです。
　したがいまして、特定の年度で基準値が目標値を上回っているから良いというもの
ではなく、4 年間の変動の中でも常にこの目標値を達成し続けることが幸福感を育む
環境づくりには重要と考え、基準値が既に目標値を上回っているものについても、指
標の一つとして採用しています。

政策 基本施策 施策


